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中出 哲（なかいで さとし）
　1981年一橋大学商学部商学科卒業後、東京海上火災保険（株）入社。マリンクレーム、
法務、コンプライアンス、経営企画各部門にて、損害保険の実務と研究に従事。その間、
ロンドン大学L.S.E.法学部大学院にてLL.M.、ケンブリッジ大学大学院法学研究科にて
Diploma in Legal Studiesを各々取得し、九州大学経済学部客員准教授を歴任。2009年
早稲田大学商学学術院に転出し准教授に就任。専攻は海上保険、保険法。共著書として、
『海上保険の理論と実務』（2012年度山縣勝見賞著作賞受賞）、『船舶衝突法』、『はじめ
て学ぶ損害保険』、『保険論』、『損害保険市場論』、『保険学』、『保険関係訴訟法』、『保険
法』等、主要論文として「損害防止費用とは何か」、「損害保険における付帯サービスの
位置づけ」、「請求権代位により保険者が取得する権利」等がある。日本保険学会、日本
私法学会、国際保険学会（AIDA）に所属。

甲斐 克則（かい かつのり）
　1982年九州大学大学院法学研究科博士課程単位取得後、同大学法学部助手として勤
務、その後、海上保安大学校専任講師、助教授、広島大学法学部助教授、教授を歴任し、
広島大学で博士号（法学）を取得。2004年早稲田大学大学院法務研究科教授に就任し、
現在に至る。専攻は、刑法・医事法。主著に『海上交通犯罪の研究』、『安楽死と刑法』、
『尊厳死と刑法』、『責任原理と過失犯論』、『被験者保護と刑法』、『医事刑法への旅 Ⅰ〔新
版〕』、『生殖医療と刑法』、『医療事故と刑法』、『企業活動と刑事規制』（編著）、『現代社
会と刑法を考える』（編著）、『ポストゲノム社会と医事法』（編著）、『インフォームド・
コンセントと医事法』（編著）、『医療事故と医事法』（編著）、『企業活動と刑事規制の国
際動向』（共編著）、『生命倫理第５巻　安楽死・尊厳死』（共編著）等。現在、日本刑法
学会常務理事、日本医事法学会代表理事、日本生命倫理学会理事。

瀬田 真（せた まこと）
　2007年早稲田大学法学部卒業後、同大学大学院法学研究科修士課程を経て、博士後期
課程に在学中。修士課程在学中にLondon School of Economics and Political Science の
法学修士課程を修了し、国際刑事裁判所裁判部インターンを経験。専攻は国際法。国際
法学会及び世界法学会に所属。

荒井 徹（あらい とおる）
　（株）エクセノヤマミズ代表取締役専務。1974年山下新日本汽船（株）入社、経理部、
遠洋部、ニューヨーク駐在、1989年合併によりナビックスライン（株）、鉄鋼原料グルー
プリーダー、不定期船企画グループリーダー、1999年合併により大阪商船三井船舶（株）、
不定期船統括室長を経て2003年退職、（株）エクセノヤマミズ勤務。通算で約38年間不
定期船業務に従事。
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長谷 知治（はせ ともはる）
　1994年東京大学法学部卒業後、運輸省（現国土交通省）入省。運輸省運輸政策局貨物
流通企画課、大蔵省国際金融局（現財務省国際局）、近畿運輸局運航部輸送課長、国土
交通省海事局総務課専門官、同油濁保障対策官（外航課課長補佐併任）、人事院在外派
遣研究員（英国運輸省海事局）、東京大学公共政策大学院特任准教授等を経て、2011年
より同大学院客員研究員。また2012年より国土交通省国土交通政策研究所総括主任研究
官、早稲田大学大学院法学研究科非常勤講師。船舶職員法、油濁損害賠償保障法の改正
や、油濁損害に係る追加基金議定書の策定等に従事。本誌第59集（2010年）掲載論文「環
境に優しい交通の担い手としての内航海運・フェリーに係る規制の在り方について～カ
ボタージュ規制と環境対策を中心に～」は、2011年山縣勝見賞論文賞を受賞。所属学会
は日本公共政策学会、日本海洋政策研究会。

南 健悟（みなみ けんご）
　静岡大学人文学部法学科卒業後、北海道大学大学院法学研究科法学政治学専攻博士前
期課程及び後期課程を修了し、2010年小樽商科大学商学部企業法学科准教授に就任、現
在に至る。博士（法学）。又、2012年10月より、北海道地方交通審議会船員部会委員。
専門は、商法及び会社法。主論文に、「企業不祥事と取締役の民事責任（一～五・完）
―法令遵守体制構築義務を中心に」、「リスク管理と取締役の責任―アメリカにおける
AIG事件とCitigroup事件の比較」、「取締役の労働者に対する損害賠償責任―取締役の
対第三者責任規定の適用範囲」、「商事判例研究：運送人でもある船主の共同海損分担請
求と同人に対する堪航能力担保義務違反に基づく損害賠償請求」がある。日本海法学会、
日本私法学会に所属。

新井 真（あらい まこと）
　1983年上智大学法学部卒業後、川崎汽船（株）入社。人事課長、不定期船グループ、
経営企画グループ等を経て、現在、IR・広報グループ長。その間日本船主協会会長秘書、
政策幹事長、解撤幹事長、環境幹事長も歴任し、2009年早稲田大学にて博士号（法学）
取得。博士論文「自然資源損害賠償と懲罰的損害賠償の接点－エクソン・ヴァルディー
ズ号事件を契機とした米国の動向とわが国における射程－」は2010年山縣勝見賞（論文
賞）を受賞。2011年、続編「米国における油濁による損害賠償・損害評価の動向－エク
ソン・ヴァルディーズ号事件連邦最高裁判所判決の射程－」を本誌第60集に発表、今回
掲載の論文は関連３作目。研究分野は民法、環境法、法社会学等。他に主要論文として、
「自然資源損害評価の諸相－環境に値段をつけることの是非－」、「自然資源損害賠償と
人身損害賠償の接点」、「シップリサイクルにおける『ゆりかごから墓場まで』」がある。
日本私法学会、日米法学会所属。

（敬称略）
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